
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館  長 佐藤 浩治 １年目 

事 務 長 船越 晃彦 １年目 北部公民館から 

公民館調整主幹 結城 浩 ８年目 

生涯学習調整主幹 鈴木 淑博 １年目 資産税課から 

主  任 鈴木 淳一 １年目 市民課から 

会計年度任用職員 吉田 知加 １年目 東部公民館から 

館  長  芦野 均 退職 

事 務 長  鈴木 直之 退職 

主  幹  佐藤 香織 市民税課へ 

会計年度任用職員  高橋 和子 退職 

令和８年６月分の予約会  
６月分の公民館利用予約会は４月２２日（水）です。 

    

令和８年７月分の予約会 
７月分の公民館利用予約会は５月２２日（金）です。 
 
◎ 会場は霞城公民館２階「研修室１AB」です。 
◎ 講堂分は午前９時から、講堂以外の部屋は、 

午前９時３０分から受付を開始します。 

 予約会に参加できるのは、サークル（団体）届けを提出したサークル（団体）です。 

 
 
 

６日(月)・１３日(月) 

１８日(土)・１９日(日) 

２７日(月)・２９日(水) 

２０２６・４・１ 第４８１号 
山形市城西町二丁目２－１５ 
Tel 643－2687 Fax 643－2784 
Mail  kajo@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 

 

 

職員一同、新体制で頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。 

＊公民館だよりは山形市公式ホームページからもご覧いただけます。山形市公式ホームページ＞教育委員会＞公民館だより 

今年度も各種行事を行いますので、皆さまからのご協力よろしくお願いいたします。 

◇ソフトバレーボール大会     令和８年 ８月 ３０日（日） 

◇第４１回公民館文化祭      令和８年１０月 ２４日（土） 

                        ２５日（日） 

◇霞城ファミリーコンサート    令和８年１１月 予定 

◇新春のつどい          令和９年 １月 ９日（土） 

霞城公民館サークル(団体)届け提出のお願い 

 公民館を定期的に使用するサークル等は、「サークル届け」を公民館に提出していただく

ことになっております。令和８年４月１７日（金）が提出期限となっておりますので、該当

するサークル等は、ご対応をよろしくお願いいたします。 

霞城公民館 

 

１．利用対象者 

山形市民及び山形市に通勤・通学している方 

２．利用日、利用時間 

公民館開館日（日曜日を除く）の 9時から 17時までとし、 

（昼 12時～13時は除く）１時間以内とします。 

            ※ 次の利用者がいない場合は延長可能 

３．利用手続き 利用を希望する場合は公民館事務室に 

お寄り下さい。※ 電話での予約は受け付けておりません。 

４．利用料金 無 料 

   ※用具（ラケット、ボール）の貸し出しも行っております。 

★ 芦野館長 退任の挨拶 ★ 

 令和４年のコロナ禍で先が見通せない状況下で館長を勤めさせていただき、利用者の皆様には活

動の自粛をお願いせざるを得ず、大変心苦しく思っておりました。令和５年からは感染予防を徹底

し、徐々に活動を再開でき、にぎやかさが戻ってきてほっといたしました。 

令和６年の文化祭では、新たに地元の高校の音楽サークルや町内会のコーラスグループの発表、

中学生を中心とするボランティアの縁日コーナー、キッチンカーの出店などの参加で多くの若い人

たちからも足を運んで頂けるようになり、大変なにぎわいとなりました。 

令和７年の第４０回文化祭では十小生と地区の皆さんで構成する吹奏楽団「十小クローバー・ウ

ィンドオーケストラ」から２年の練習成果を初披露して頂き、大変感動しました。 

昨年は山形県の人口が１００万人を割るという急激な人口減少で、特に少子化が加速しておりま

す。このような状況を踏まえ、公民館の使命も大きく変わりつつあります。これからは地域の老若

男女の皆様から愛される居場所として霞城公民館を盛り上げていただければ幸いです。 

 ４年間大変お世話になり、ありがとうございました。地域の関係者、利用者をはじめ多くの皆様

からご理解とご協力を頂きましたことに心より感謝申し上げます。  

 

 

 

大変お世話になり、ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取引や証明に使用する「はかり」は、２年に１度、定期検査を受ける義務があります。令和８年度は、

JR 奥羽本線の東側の地域を対象に、次の日程で定期検査を実施します。 

 

〇検査日程、場所  ４月１４日(火) ９時３０分～１２時００分  １３時００分～１４時００分 

 霞城公民館 西側駐車場脇 

〇費 用      １台につき５００円～2,200 円程度 

 

※詳細については、市指定定期検査機関の山形県計量協会 （☎６４４－９８１１）へ 

 お問い合わせください。 

 

（ 山形市健康づくり運動普及推進協議会第５ブロックからのお知らせ ) 

健 康 体 操 教 室 へ の お さ そ い 

一人では、なかなか運動を続けられない方はいらっしゃいませんか？ 

そんな方は「健康体操教室」に参加してみませんか？新しい仲間と運動の楽しさを味わってみ

てください。運動普及員がお手伝いします。 

 

◇と き   ４月２4日（金） 午前１０時～午前１１時３０分 

◇ところ   霞城公民館 ３階 講堂 

◇活動内容   ストレッチ リズム体操 頭とお口の体操 歌 など 

◇服  装   軽体操のできる服装 

◇持ち物   内ズック タオル 飲み物 

◇その他   事前の申し込みは必要ありません。当日会場にお越しください。 

※今年度の教室開催日（予定） 

  ５／２９（金） ６／２６（金） ７／２４（金） ８／２８（金） ９／２５（金） 

  11／２７（金） 12／２５（金） １／２２（金） ２／２６（金） ３／２６（金） 

   

第十地区  子育てサロンやってます！ 

いつも頑張っているママさん達、遊びに来てみませんか。 

私達スタッフと楽しい一時を・・・・ 

◇と き 毎月第一金曜日（５月と１月は、第二金曜日）１３：３０～１５：３０ 

◇ところ 霞城公民館 ２階 研修室２ 

            ※赤ちゃんの飲物は、ご持参ください。 

第十地区社会福祉協議会 

主任児童民生委員 吉田・鈴木 

 

対 象：山形市内在住の方４0 名 ※年齢・性別は問いません 

期 間：令和８年５月～令和９年１月（予定） 

全８回の講座（１回 3 時間程度） 

内 容：健康づくりに必要な講話や運動実技(ストレッチ体操やウォーキング等) 

講 師：医師や大学の先生、健康運動指導士等 

会 場：主に霞城セントラル 

費 用：無料 

申込先：電話で山形市健康増進課（TEL:616-7271）へ  

 

 
問合せ：山形市健康増進課 ＳＵＫＳＫ推進係 TEL:616-7271 

～運動普及推進員養成講座 受講生募集中！～ 

健康づくりについて学び、誰でもできる「運動」を広めていただくボランティア 

を養成する講座です。講座修了後は、運動普及推進員として、仲間と楽しく「運動」を 

主とした健康づくりを実践していくことができます。 

毎回 500pt 

ゲットできるベニ！ 

 
対象事業 

対象事業 

毎回 500Ｐ進呈！ 

問合せ：山形市健康増進課 健康栄養係 TEL：616-7273 

～食生活改善推進員養成講座～ ボランティア養成講座 

 

受講生募集中！５月中旬に説明会を開催予定 

  

健康づくりのために望ましい食生活を学び、地域に広めていただくボランティア（食生活改
善推進員）を養成する講座です。食と健康に興味がある方、新たな仲間を作りたい方、ボラン
ティア活動に興味のある方、どなたでも参加いただけます。 

対 象：山形市内在住の方４0 名 ※年齢・性別は問いません 

期 間：令和８年５月～令和９年１月（予定） 

全７回の講座（１回４時間程度） 

内 容：医師や管理栄養士の話、調理実習など 

会 場：霞城セントラル内 

費 用：１,７00 円程度（テキスト代） 

申込先：電話で山形市健康増進課（TEL:616-7273）へ  

対象事業 

毎回 500Ｐ進呈！ 

大雨時に、土のうの配布依頼が市に殺到し、配布が間に合わない状況を回避し、水路や 

河川からの浸水に迅速に対応できるよう、山形市では、大雨シーズンに入る前に、 

地区自主防災組織連絡会を通して、自主防災組織へ土のうを配布しております。 

お住まいの地区で、大雨時に浸水する恐れがあり、土のう設置が必要な箇所があれば、自主

防災組織へご連絡ください。     お問合せ先：山形市防災対策課 （内線 380～382） 

土のう事前配布について 


